
2016/03/10　　第９回西脇市子ども・子育て会議【資料２－１】

　

１　西脇市における現状等

２　平成28年１月１日時点の子どもの数

（単位：人）

在宅・認可外等：①
幼稚園
（１号）：②

保育園
（２・３号）：③

子どもの数
合計

０歳児 227 0 71 298

１歳児 191 0 124 315

２歳児 143 0 174 317

３歳児 89 10 238 337

４歳児 33 10 311 354

５歳児 10 234 83 327

合計 693 254 1,001 1,948

　⑶　平成29年度以降の市立幼稚園
　　市内８施設を１園に統合し、３歳から５歳児を対象とした教育標準時間のみ利用でき
る施設を開設予定。（預かり保育は、廃止。）

　⑵　認可保育所の認定こども園への移行
　　平成27年度に、認可保育所１園が認定こども園に移行済。また、平成28年度には、
１園が移行する予定。さらに、平成29年度には、残り６園が施設整備を伴い認定こども
園を開設予定。

　西脇市においては、子ども・子育て支援新制度の施行や認定こども園の開設により、
１号認定や２号認定の施設利用方法等が具体的に認識され、計画における１号認定及
び２号認定の需要数がかい離することが見込まれるため下記のとおり量の見込みの算
定見直しを行う。

平成29年度における西脇市教育・保育量の見込の見直しについて

　⑴　市立幼稚園の現在の利用状況
　　５歳児のみの受入れを行っているとともに、１号認定を受け教育標準時間のみを利
用する者と１号認定を受け教育標準時間及び午後からの預かり保育を利用する実質的
に２号認定と相違ない利用者が混在している状況。

　⑴　「子どもの数合計」については、住民基本台帳人口（平成27年４月１日現在）から
の実数

　⑵　「①」については、「子どもの数の合計数」から「②」及び「③」を差し引いたもの

　⑶　「②」の254人中、３、４歳児については、教育標準時間のみの利用（20人）。５歳児
については、市内市立幼稚園利用者234人のうち教育標準時間のみの利用者は、104
人。残り130人は、預かり保育（保育が必要な証明要）を併せて利用。
　　※市立幼稚園は、５歳児のみの受入れ施設

　⑷　「③」の1,001人については、利用希望施設の待機等、年度途中に発生した待機児
童16人を含む子どもの数
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３　子ども・子育て支援事業計画における量の見込（平成29年度分：Ｈ26.11時点作成）

（単位：人）

在宅・認可外等
幼稚園
（１号）

保育園
（２・３号）

子どもの数
合計

０歳児 218 0 72 290

１歳児

２歳児

３歳児

４歳児

５歳児

合計 729 182 982 1,893

４　算定見直しによる補正（H29.4.1時点）
（単位：人）

在宅・認可外等
幼稚園
（１号）

保育園
（２・３号）

子どもの数
合計

０歳児 221 0 69 290

１歳児 184 0 120 304

２歳児 143 0 173 316

３歳児 66 80 179 325

４歳児 10 101 224 335

５歳児 10 97 216 323

合計 634 278 981 1,893

※補正について

【認定区分別・年齢別・在籍率表（H29.４.1時点）】
在宅・認可外等 １号認定 ２・３号認定 計

０歳児 76.2% 0.0% 23.8% 100.0%
１歳児 60.6% 0.0% 39.4% 100.0%
２歳児 45.1% 0.0% 54.9% 100.0%
３歳児 20.2% 24.7% 55.1% 100.0%
４歳児 3.1% 30.0% 66.9% 100.0%
５歳児 3.1% 30.0% 66.9% 100.0%

315 0 305 620

　○上記「１　平成28年１月１日時点の子どもの数」を基礎に、別途「認定区分別・年齢
別・在籍率」を設定した。

　○平成29年の年齢区分別の推計人口に対して、別途算出した「認定区分別・年齢別・
在籍率」を乗じて算定見直しによる補正を行った。

　⑴　「子どもの数合計」については、「西脇市子ども・子育て支援事業計画」策定時に
おける推計人口（算出法：コーホート変化率法）

　⑵　各区分ごとの人数については、平成25年12月に実施したニーズ調査結果（国の
示した算出方法）に基づき、保育等の利用実績等を考慮した補正を行った見込人数

196 182 605 983

　Ｂ：市立幼稚園の預かり保育の廃止に伴い、保育が必要な児童の認定こども園保育
園部の利用増加が見込まれる補正（５歳児の預かり保育利用割合に比準）

　Ｃ：パートタイム勤務など保護者の就労時間が短時間等で幼稚園及び認定こども園幼
稚園部を利用可能な３歳児及び４歳児の１号認定による教育標準時間の利用増加が
見込まれる補正（５歳児の１号認定割合に比準）

　Ａ：３歳児及び４歳児の利用可能な市立幼稚園及び認定こども園幼稚園部の設置に
伴い、１号認定による教育標準時間の利用増加が見込まれる補正（５歳児の１号認定
割合に比準）

Ｃ：71人 Ａ：110人 Ｂ：85人 
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